
 Ｂ型肝炎訴訟は、幼少期に受けた集団予防接種等の際に、注射器が連続使用され
たことによってＢ型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国に対して損害
賠償を求めている集団訴訟です。この訴訟については、裁判所の仲介の下で和解協
議を進めた結果、平成２３年６月に、国と原告との間で「基本合意書」を締結し、
基本的な合意がなされました。 
 今後提訴をされる方々への対応も含めた全体の解決を図るため、「特定Ｂ型肝炎
ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が平成２４年１月１３日から
施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等が支給されま
す。 

 給付金の金額等は以下のとおりです。 

■死亡・肝がん・肝硬変（重度） ３,６００万円 
■肝硬変（軽度）        ２,５００万円 
■慢性肝炎               １,２５０万円（※１） 

 ※１ ２０年の除斥期間を経過した者については、現在も慢性肝炎の状態にある者等：３００万円  

                          現在は治癒している者     ：１５０万円 

■無症候性キャリア ５０万円〒定期検査費等（※２） 

 ※２ ２０年の除斥期間を経過していない者については、６００万円 

（注１）「除斥期間」について 

 「不法行為の時」から20年間を経過すると、「除斥期間」という制度により損害賠償請求権が消滅するこ

ととされています（民法724条）。 

 Ｂ型肝炎訴訟では、除斥期間の起算点（「不法行為の時」）については、① 無症候性キャリアの方につ

いては集団予防接種等を受けた日になりますが、② 慢性肝炎を発症した方の起算点は、その症状が発症し

た日になります。 

（注２）除斥期間を経過した無症候性キャリアについて 

除斥期間を経過した無症候性キャリアについては、給付金50万円に加え、以下の費用が支給されます（そ

れぞれ回数に上限があります）。 

    ・定期検査費用（実費、年４回まで）  

  ・定期検査手当（定期検査１回につき15,000円、年２回まで） 

  ・母子感染防止のためのワクチン接種などの費用（実費） 

  ・世帯内家族の感染防止のためのワクチン接種などの費用（実費） 

 対象者の認定は、裁判所による和解協議等によって行います（裏面図参照）。 


